
１．基本事項
北部リハビリテーションセンター
北部地域生活支援センター

評価対象年度

・事業者名　社会福祉法人　SKYかわさき
・代表者名　青野　眞美子
・住所　川崎市多摩区登戸２３４１番地１

評価者

　令和５年４月１日～令和１０年３月３１日 所管課

２．事業実績

３．評価　（評価段階：5～1,標準：3,加点割合：5→100%,4→80%,3→60%,2→40%,1→0%)

分類 項目 配点 評価段階 評価点

利用実績
相談支援活動件数　1,952件（令和５年度　2,233件）
地域活動支援センター登録者数　246名（令和５年度末　233名、新規登録　16名、解除　３名）

収支実績

サービス向上の取組

・主に麻生区と多摩区を生活圏とする精神障害のある方の地域拠点として、地域活動支援センターＡ型事業、相談支援事
業、精神障害者ピアサポーター養成・支援事業、交流促進事業の一体的な運営を実施している。
・北部地域支援室、北部在宅支援室、北部日中活動センター、北部地域生活支援センターゆりあす、百合丘就労援助セン
ターと月1回情報交換を行い、運営に係る業務の実施方法についてセンター内全事業所に周知の上で行えるシステムが定
着しており、また、老人いこいの家を含めた「麻生区内複合施設運営調整委員会」を年２回実施している。

着眼点

指定管理者制度活用事業　評価シート

施設名称 令和６年度

事業者名 障害者施設指導課長

指定期間
健康福祉局障害保健福祉部

障害者施設指導課

4 8

指定管理施設としての事業目的を達成することができたか

（評価の理由）
【利用者への支援】
・日々、安価な料金で利用者への健康に配慮した昼食を提供するとともに、週２回、ランチプログラムとして職員と利用者が共同し、食事作りか
ら準備・片付けを行った。また、食事に限らず、利用者の自主的活動の支援として、利用者主体のクラブ活動の運営や、利用者自身が講師や
ファシリテーターを務める等のプログラムを提供しており、満足度調査では、日中プログラムに対して「満足」・「まあ満足」との回答が合わせて
約95％であった。
・利用者自身の抱える苦悩や生きづらさを表現する機会の１つとして、令和６年度は「神奈川県障がい者芸術文化活動支援センター」による
ワークショップ実施事業に応募し、３回の「演劇ワークショップ」の実施を通して、それぞれが抱える感情などを身体で表現する機会を得た。
・利用登録者のうち、サービス等利用計画書の作成が必要な方など40名の計画相談支援に携わり、グループホームや居宅介護、就労継続支
援等のサービスの利用調整を行った。
【事業成果】
・相談支援事業では、個別相談1,813件、計画相談145件を実施した。
・精神障害者ピアサポーター養成・支援事業では、日々の受付業務や昼食作りだけでなく、精神障害の理解と普及啓発のため、「ふれあう訪
問事業」として近隣小学校で４年生の福祉教育授業を行い、当事者による体験談の発表や、疾病・障害に係る講義、疑似体験等を通じて、
125名の児童との交流機会を作った。
・地域活動支援センターＡ型として、年間292日開所し、来所者は延べ4,381名で、第４期の指定期間の中で最多となった。
・メンバーの持てる力の発掘と活躍の場の提供を目的としたＳＫＹピア派遣事業では、グループホームの清掃と入居者交流、外部研修での講
師派遣等の活動を延べ152件実施したほか、開設当初より近隣の指定移動支援事業所にピアサポーターの派遣を行ってきたが、10月から新
規に移動支援事業の指定を受けて、自主事業として開始した。
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計画に基づく適正な支出が行われているか
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利用者への支援

利用者に対する支援を着実に実施しているか

10 4 8

利用者の障害特性に応じた個別支援等を実施しているか

事業成果

基本協定に規定する業務の範囲を適切に実施しているか

10

適切な会計手続

会計基準に基づく会計処理がなされているか

5 3 3

事業収支に関して適正な会計処理がなされているか

支出に見合う効果等が図られているか

収入状況

計画通りの収入が得られているか

5 3 3

条例に基づく利用料等を適切に徴収しているか

（評価の理由）
【支出状況・収入状況】
・支出については、収入を随時把握しながら、予算の執行計画に基づいて支出を行ったが、ピアスタッフに係る人件費増などにより、支出総額
は予算を上回った。
・収入については、計画相談支援・地域相談支援等の自立支援給付費収入、利用者の食事プログラムやレクリエーションの参加に伴う負担金
収入、実習生の受入れ等に伴う受入研修費収入、交流促進事業における会議室利用収入が主であり、計画相談支援の利用者が増えたこと
から、自立支援給付費収入は当初予算を上回った。その他の収入については、概ね予算通りの執行となった。
【適切な会計手続】
・社会福祉法人会計基準のほか会計ルールに基づいた税理士事務所による指導監査を毎月実施し、適正な会計事務を行っている。



適正な人員配置

連絡・連携体制

担当者のスキル
アップ

5 4 4

コンプライアンス 5 3 3

職員の労働条件・
労働環境

5 3 3

施設・設備の保守
管理

5 3 3

管理記録の整備・
保管

5 3 3

清掃業務

警備業務

備品管理 5 3 3

サ
ー
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ス
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適切なサービス
の提供

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に提供されたか

10 4 8

利用者への支援を適時かつ十分に行っているか

サービス向上へ
の取組

現状分析、課題把握等を常に行っているか

5 4 4

サービス向上に向けた取組がなされているか

利用者の意見・要
望への対応

意見・要望の収集方法を確立しているか

5 3 3

利用者からの要望や意見に対して、迅速かつ適切に対応しているか

5 3 3

緊急時の連絡体制を構築しているか

法令遵守のルール（規則・マニュアル等）と管理・監督体制が整備され、適切な運
用がなされているか

スタッフが業務を適正に実施するための、適切な労働条件や労働環境が整備され
ているか

（評価の理由）
【適切なサービスの提供】
・利用希望者に対して、初回相談、体験利用を経て登録してもらい、担当職員との信頼関係を築きながら利用目的を確認し、個別支援計画を
作成した。また、当事者やボランティアの協力を得ながら企画・運営した日中プログラム等により、相談支援や自主的活動の支援等を提供し
た。
・相談支援において、包括的かつ継続的な支援が必要な方と契約により、相談支援専門員が基本相談支援や計画相談支援、地域相談支援
を行った。
・利用者や関係機関の職員がともに学べる機会として、隔月で「グループ法律相談会」を実施し、令和６年度は障害者権利条約の改正に関
わってきた海外の弁護士を招聘しての特別プログラムを実施するなど、参加者が障害者の苦労や人権侵害を受けた体験について意見交換
が行える機会を提供した。
【サービス向上への取組】
・職員の専門性を高めると同時に、利用者のニーズ把握や本人主体を基本とした支援を展開するために、弁護士を囲んで障害者の権利擁護
の視点に立つ研修を年６回程度行った。
・関係者との顔の見える繋がりを目的として地域ネットワーク会議を年1回開催しており、令和６年度は「退院と地域での暮らしを応援するため
に」をテーマに、当事者や家族、行政、近隣の医療機関等が参加し、各事業所における退院支援や地域移行、地域定着の取組について報
告と意見交換を行った。
・令和６年10月より、移動支援事業の新規指定を取得し、利用者の社会参加が促進されるよう事業運営を行った。
【利用者の意見・要望への対応】
・年度末において、来所メンバーに対し、サービス利用のアンケート調査を実施し、意見や要望等を把握した。把握した内容については、職員
間で共有・協議し、必要に応じてメンバーとも話し合いながら運営に反映させた。令和６年度のアンケートにおいては、メンバー同士で意見交
換ができる場を求める声が複数挙がったことから、次年度の新プログラムとして企画・準備を進めている。
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必要な人員が必要な場所に適切に配置されているか

5 3 3

所管課との連絡・連携が十分に図られているか

業務知識や安全管理、法令遵守に関する研修等が行われているか

安全・安心への取
組

事故、犯罪、災害等から利用者を守ることができる適切な安全管理体制となってい
るか（人員配置、マニュアル、訓練等）

（評価の理由）
【適正な人員配置、連絡・連携体制】
・仕様の基準を満たした人員を配置している。また、事故発生時における迅速な対応と所管課への報告を行う体制を整えている。
【担当者のスキルアップ】
・職員の専門性を高めると同時に、利用者のニーズ把握や本人主体を基本とした支援を展開するために、弁護士を囲んで障害者の権利擁護
の視点に立つ研修を実施したほか、専門性を高めるため外部研修への参加や、職員及びメンバーの研修等への講師派遣を実施した。
【安全・安心への取組】
・毎月開催している安全管理委員会において、事故報告・ヒヤリハット報告を実施している。
・事故・トラブル等対応マニュアルを作成し、緊急時の適切な処置と調整、報告を職員一人ひとりが行えるよう努めている。
【コンプライアンス】
・関係法令等を遵守して事業を実施しており、法人において法令遵守規程を整備するとともに法人本部に法令遵守責任者を配置している。ま
た、日常業務や権利擁護に係る研修等を通じて、職員の法令遵守に努めた。
【職員の労働条件・労働環境】
・労働法規遵守を重視し、３６協定や法人就業規定等により職員の労働条件を明確に示している。また、所属長が年2回程度面接を行い、職
員の意向並びに個人事情を把握し、配慮に努めている。

適
正
な
業
務
実
施

安全な利用に支障をきたすことのないよう、施設・設備の保守点検や整備等を適切
に実施しているか

業務日誌・点検記録・修繕履歴等が適切に整備・保管されているか

施設内及び外構の清掃が適切に行われ、清潔な美観と快適に利用できる環境を
維持しているか

5 3 3
施設内及び敷地内の警備が適切に行われ、事件・事故・犯罪等の未然防止に役
立っているか

設備・備品の整備や整頓、利用者が使用する消耗品等の補充が適切に行われて
いるか

（評価の理由）
【施設・設備の保守管理】
・施設・設備の維持に必要なメンテナンスを行っている。
【管理記録の整備・保管】
・利用者の個人記録や事業の管理・運営記録については、事務室の棚に施錠して適切に整備・保管している。
【清掃業務・警備業務】
・清掃及び警備については外部委託を実施し、概ね施設内外の清潔等は維持できており施設利用者からの苦情等も特になかった。また、警
備に関しても機械警備セキュリティシステムにより適切に実施できている。
【備品管理】
・備品に関しては、固定資産管理台帳・備品台帳を使用し管理しており、市が貸与した備品は年1回台帳の備品番号と照合を行っている。



４．その他加点
分類 項目 評価点

市の政策課題へ
の取組

1

５．総合評価

69 評価ランク

評価点合計：100点満点,標準点:60点
評価ランク：A～E,標準:：Ｃ,A→80点以上,B→70点以上80点未満,C→60点以上70点未満,D→50点以上60点未満,E→50点未満
A→特に優れている,B→優れている,C→適正である,D→改善が必要である,E→問題があり適切な措置を講じる必要がある。

６．事業執行（管理運営）に対する全体的な評価

７．来年度の事業執行（管理運営）に対する指導事項等

・相談支援や日中プログラムなどを通じて、当事者の社会参加に繋がるような取組や利用者主体の支援等を実施し、適切な利用者支援
や設置目的に即した事業を実施している。
・人件費等の増加に伴い、令和６年度は収支が令和５年度と比べて悪化したが、10月から新たに移動支援事業を開始するなど、利用者
支援と収入改善に向けた取組を進めた。

・引き続き、施設の設置目的に即した事業運営にあたるとともに、移動支援事業などの必要な支援を提供しながら経営改善を図り、更な
る当事者・利用者へのサービス向上に努めること。

着眼点

そ
の
他
加
点

第三者へ一部の業務委託を行う際の市内中小企業者の受注機会の確保・拡大や
地域包括ケアシステムの構築に向けた取組への協力、障害者の法定雇用率を越え
る雇用などを行っているか

（評価の理由）
・地域相談支援として、精神科病院に入院中の方の地域移行支援にあたって、近隣医療機関と協働しピアの力も活用しながら、地域での暮ら
しを安心して始められるよう支援するとともに、病棟で行われる退院支援に関する心理教育プログラムへの参加を通じてグループへの支援も
行った。また、地域に単身で暮らす精神障害者に対し、緊急時の支援や、定期的な訪問による健康状態の確認、繋がりの維持を目的として、
地域定着支援を行っており、令和６年度は２名に対して支援を行った。さらに、自宅にこもりがちになっている方の社会参加に向けて、移動支
援事業を令和６年10月から開始し、５名に延べ31件の活動を実施した。

評価点合計 C


